
平成２５年度（第５７回）船員労働安全衛生月間期間中の取組について

○船員災害防止大会

船員災害防止大会では、労働安全や健康に関する講習、優良事業者の表彰、安全衛生に関する取組の紹
介、救命器具等安全保護具の展示等を行います。

○生存対策講習会（サバイバルトレーニング）の開催

海難発生時の非常時に備えて、ライフ・ラフトを主とした救命設備の正しい操作方法や遭難船舶からの
安全な脱出方法、また救難信号類や非常用位置指示無線標識装置（ＥＰＩＲＢ）等の確実な作動の確保及
び誤発射の防止を含めた、生存技術知識の向上を図ることにより、船員の遭難による死亡災害事故を未然
に防止することを目的とした、船員災害防止協会等主催による生存対策講習会（サバイバルトレーニン
グ）を実施します。

お問い合せは、船員災害防止協会（０３－３２６３－０９１８）まで。

○無料健康相談の実施

(一社)日本海員掖済会、(一財)船員保険会、地方運輸局長が指定した医師等の協力を得て、全国各地
で無料の健康相談所を開設するとともに、訪船による無料の健康相談を行います。

○安全衛生に関する訪船指導の実施

月間期間中に、各地の港に停泊している船舶に訪船し、安全・衛生面での指導を行います。
また、ILO海上労働条約批准に伴う船員法改正に関する制度について、周知指導を行います。

※詳細については、海事局ホームページ（http://www.mlit.go.jp/maritime/index.html）及び
船員災害防止協会ホームページ（http://www.sensaibo.or.jp/gekkan.html）をご覧下さい。

今年は、塩竈、横浜、大阪、高松、那覇で運輸安全委員会による「船舶事故ハザードマップ」に関す
る講演を行います。
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